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平成 2９年度 

第６回 高体連中・北部支部バレーボールリーグ春季大会の開催について 

 

 

 

 

標記の件につきまして、別紙の大会要項の通り開催致します。 

 

つきましては大会要項を遵守して同大会への出場の件、御高配 

 

下さいますようお願い申し上げます。 

高体連中・北部支部バレーボール専門部 

 

中部支部委員長 

沖縄県立前原高等学校 教諭 福原 兼太 

〒904-2213 うるま市字田場 1827番地 

TEL:098-973-3249 FAX:098-974-4951 

e-mail:fukuhake@open.ed.jp 



平成２９年度 

第６回 高体連中・北部支部バレーボールリーグ春季大会要項 

主  催： 高体連中・北部支部バレーボール専門部 

 

大会期日： 男子 平成 29年 4月 29日(土)・30日(日) 

      女子 平成 29年 4月 29日(土)・30日(日) 

 

大会会場： 男子 1部・2部リーグ  29日 うるま市総合体育館  30日 西原高校 

3部     29日 美来工科高校     30日 読谷高校 

      女子 1部・2部リーグ  29日 具志川商業高校    30日 球陽高校 

         3部・4部リーグ  29日 具志川高校      30日 石川高校 

 

開館時間   監督会議  開会式  第 1試合開始  閉会式 

大会日程： 1日目   8:30      9:00     9:20    10:00      × 

      2日目   8:30      9:00      ×      9:30   全試合終了後 

 

参加資格： 平成 29年度沖縄県高等学校体育連盟加盟校のチームであること。 

           ただし、次の各項に該当するものは参加できない。 

(1)全日制課程と定時制課程の生徒による混成チーム 

(2)同一学年での出場は１回限り 

 

競技規則： (公財)日本バレーボール協会６人制競技規則による。 

(1)中･北部地区高等学校バレーボールリーグ大会特別ルール申合わせ事項に応じて行う。 

(2)ネットの高さは男子 2.43m、女子 2.24m とする。 

 

競技方法： 平成 28 年度冬季大会の結果を踏まえ、男子を 1 部～3 部、女子を 1 部～4 部に分け

てリーグ戦を行う。競技日程等は、代表者会議で決定する。 

 

チ ー ム    ： 監督･コーチ･マネージャー各１人。選手人数は特に制限しない。 

      ※但し、監督・コーチは学校長の認めた者であること。 

※監督が外部指導者の場合は、引率教諭は必ずベンチ入りする事。 

 

使 用 球    ： 男子はモルテンボール、女子はミカサボールの５号球とする。 

 

申込方法： 下記メールアドレスに、空メールを送ること。 

件名：学校名（男子 or 女子）  例：『普天間（男子）』など 

本文：顧問名：○○○○ 

※できるだけ男女別で送信してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込締切： 平成 29年 4月 12日（水）午後 5時必着（厳守） 

※申込書は学校長の公印を押されたもの代表者会議時に提出すること。 

 

連絡先 

 

メールアドレス：fukuhake@open.ed.jp 

TEL：098-973-3249   FAX：098-974-4951 

住所：〒904-2213 うるま市字田場 1827番地 

県立前原高等学校 内 福原兼太  宛 

 

来年度から中部委員長が変

わります。アドレスも変わる

ので注意してください。 



 

代表者会議： 平成 29年 4月（日にち調整中） 前原高等学校 

      ※各チームの監督及び生徒代表１名は必ず出席すること。 

※代表者会議の際、自校の年間行事計画をお持ちになって下さい。 

 

参 加 料    ： ５,０００円 

  ※ 代表者会議に会計（調整中）へ納入すること。 

 

そ の 他    ：  各会場での急病人や負傷者について応急手当はするが、それ以上の責任は負わない。 

 

 

 

 


